
［参考データ］単年度収支差と準備金残高等の推移（協会会計と国の特別会計との合算ベース）
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単年度収支差（左軸）

財政特例措置期間

3.9ヵ月分
3.4ヵ月分

[年度]

保険給付費等に要する
費用の１ヵ月分相当（右軸）

準備金残高（右軸）

8.2%
   （1992.4月～）

8.5%
（1997.9月～）

8.2%
（2003.4月～）

（注）1.1996年度、1997年度、1999年度、2001年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。また、2009年度以前は国庫補
助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。

2.2003年度は総報酬制（賞与に対しても標準報酬（月収）と同様に保険料を賦課）が導入されたことに伴い保険料率の見直しが行われている。
それまでの標準報酬ベースの8.5％は、総報酬ベースでは7.5％に相当していたが、8.2％（実質引上げ）とされた。

3.2015年度の健康保険法改正で国庫補助率が16.4％とされ、併せて準備金残高が法定準備金を超えて積み上がっていく場合に新たな超過分の国庫補助相当額を翌年度減額する国庫特例減額
措置が設けられた。

保険料率

8.4%
（2010年度）   （ 2011年度）    （2012年度～） 

9.34%  9.50 % 10.00 %

5.6ヵ月分

6.6ヵ月分

（1994年度）
・食事療養費
  制度の創設

（1997年度）
・患者負担2割

（1992年度）
・国庫補助率
  16.4%→13.0%

（1998年度）
・診療報酬・薬価等
  のマイナス改定

（2000年度）
・介護保険
  制度導入

（2003年度）
・患者負担3割、
  総報酬制へ移行

（2002・2004・2006・2008年度）
・診療報酬・薬価等の
マイナス改定

（2002年10月～）
・老人保健制度の
  対象年齢引き上げ

（2008年度）
・後期高齢者
  医療制度導入

（2010年度）
・国庫補助率

13.0%→16.4%

（2015年度）
・国庫補助率
16.4%

（2016・2018～2023年度）
・診療報酬・薬価等の
マイナス改定

単
年
度
収
支
差
（億
円
）

準
備
金
残
高
（億
円
）

6.0ヵ月分

準備金１．５兆円に加え、約
4,600億円の国庫繰延残高
があった。これを考慮すると

５．１ヵ月分に相当する準備
金残高を保有していた。

（注2）

（注3）
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2026年度

以降の国庫補助率

（億円） （か月分）棒グラフ：準備金残高 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）

国庫補助率ごとの今後１５年間の準備金残高と収支見通し 賃金上昇率 1.8%

医療費※ 2.8%

保険料率 9.9%
※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

ケースⅠ

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７） （Ｒ１８） （Ｒ１９） （Ｒ２０） （Ｒ２１） （Ｒ２２）

4,600 4,500 4,300 3,800 3,400 3,000 2,400 1,600 800 ▲ 200 ▲1,100 ▲2,400 ▲3,800 ▲5,400 ▲7,000

3,500 3,700 3,400 3,000 2,500 2,100 1,500 700 ▲ 300 ▲1,400 ▲2,200 ▲3,700 ▲5,200 ▲7,000 ▲8,500

1,900 2,300 2,200 1,500 1,100 600 ▲ 100 ▲ 900 ▲1,800 ▲2,900 ▲4,100 ▲5,600 ▲7,300 ▲9,000 ▲10,70013.0%

16.4%維持

15.0%

① 今後１５年間の機械的試算（参考ケース）（2026年度以降保険料率9.9％）

単年度収支

（現行）

（現行）

（現行）
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2026年度

以降の国庫補助率

（億円） （か月分）棒グラフ：準備金残高 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７） （Ｒ１８） （Ｒ１９） （Ｒ２０） （Ｒ２１） （Ｒ２２）

4,600 4,100 3,500 2,600 1,800 1,000 0 ▲1,100 ▲2,400 ▲3,800 ▲5,400 ▲7,400 ▲9,400 ▲11,700 ▲13,800

3,500 3,300 2,700 1,700 900 100 ▲1,000 ▲2,200 ▲3,400 ▲5,200 ▲6,700 ▲8,800 ▲10,900 ▲13,100 ▲15,200

1,900 1,900 1,400 400 ▲ 600 ▲1,400 ▲2,400 ▲3,700 ▲5,300 ▲7,100 ▲8,700 ▲10,800 ▲12,900 ▲15,200 ▲17,400

16.4%維持

15.0%

13.0%

単年度収支

ケースⅡ

② 今後１５年間の機械的試算（参考ケース）（2026年度以降保険料率9.9％）

賃金上昇率 1.4%

医療費※ 2.8%

保険料率 9.9%
※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

国庫補助率ごとの今後１５年間の準備金残高と収支見通し

（現行）

（現行）

（現行）
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16.4%維持

15.0%

13.0%

16.4%維持

15.0%

13.0%

2026年度

以降の国庫補助率

（億円） （か月分）棒グラフ：準備金残高 折れ線グラフ：法定準備金に対する比率（目盛：右）

2026年度 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

（令和８年度） （Ｒ９） （Ｒ１０） （Ｒ１１） （Ｒ１２） （Ｒ１３） （Ｒ１４） （Ｒ１５） （Ｒ１６） （Ｒ１７） （Ｒ１８） （Ｒ１９） （Ｒ２０） （Ｒ２１） （Ｒ２２）

4,600 3,600 2,500 1,100 ▲ 100 ▲1,300 ▲2,800 ▲4,500 ▲6,600 ▲9,000 ▲11,000 ▲13,600 ▲16,300 ▲19,100 ▲21,700

3,500 2,600 1,700 200 ▲1,100 ▲2,300 ▲3,900 ▲5,900 ▲7,900 ▲10,300 ▲12,400 ▲15,100 ▲17,800 ▲20,500 ▲23,200

1,900 1,400 400 ▲1,100 ▲2,500 ▲3,800 ▲5,700 ▲7,700 ▲9,800 ▲12,100 ▲14,300 ▲17,000 ▲19,700 ▲22,600 ▲25,30013.0%

16.4%維持

15.0%

単年度収支

ケースⅢ

③ 今後１５年間の機械的試算（参考ケース）（2026年度以降保険料率9.9％）

賃金上昇率 0.9%

医療費※ 2.8%

保険料率 9.9%
※75歳未満の加入者一人当たり医療給付費の伸び率

国庫補助率ごとの今後１５年間の準備金残高と収支見通し

（現行）

（現行）

（現行）
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（参考）こども家庭庁作成周知チラシ（表）
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（参考）こども家庭庁作成周知チラシ（裏）

6


	既定のセクション
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6


